
令和７年中の非行少年総数は383人であり、前年比126人(49.0％)増加した。

刑法犯少年が前年比104人増加し、20歳以上を含む検挙・補導人員に占める少年の割合は前年比4.0ポイント
増加した。

※再犯者率：刑法犯少年に占める非行歴を有する少年の割合であり、触法少年を除く。

※刑法犯少年、特別法犯少年は、触法少年を含む。
※ぐ犯少年とは、その性格、環境からみて、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をするおそれのある少年をいう。



初発型非行とは、手段が容易で動機が単純な非行形態をいい、令和７年中は刑法犯少年全体の51.2％を占めた。


